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Ａ  合葬施設（ 受入体数上限なし 　 ※抽選は行いません）

　 　 焼骨を 骨袋へ納めて共同で埋蔵し ます。

　 　 ※埋蔵し た後は焼骨を 返還する こ と ができ ません。 また、 他の墓地に焼骨を 改葬する こ と も でき ま

せん。

Ｂ  個別安置施設（ 5 0 体受入予定）

　 　 焼骨を 骨つぼ等のまま個別に10 年間安置し ます。 個別安置期間を 経過後は、 合葬施設へ埋蔵し ます。

　 　 なお、 さ ら に1 0 年間（ 許可を し た日から 最大2 0 年間） 延長する こ と が可能です。

　 　 ※収蔵でき る 骨つぼ等の大き さ

　 　 　 たて2 0 0 ㎜×よこ 2 0 0 ㎜×高さ 2 1 0 ㎜（ 骨つぼ６ 寸程度） 以内

※ 記名板（ Ａ 、 Ｂ の使用者のう ち希望者のみ）

　 　 記名板の使用は、 Ａ 、 Ｂ の使用者のう ち 希望さ れる 方のみと な り ま す。 石のプ レ ート （ 大き さ ：

たて4 5 ㎜×よ こ 1 2 0 ㎜） に「 氏名、 生年月日（ 西暦）、 死亡年月日（ 西暦）」 を 刻字し ます。

　 　 ※遺骨の埋蔵・ 収蔵後の申込みも 可能です。

　 　 ※５ ページ「 ９ 　 注意事項　 (5 )記名板」 も ご参照く ださ い。

※「 Ａ 　 合葬施設」、「 Ｂ 　 個別安置施設」 のいずれも 立ち 入り でき ません。

　 参拝は、 献花台を 設置し ていますので、 こ ちら でお参り し てく ださ い。

　 ※ろ う そく 、 線香等の火気類は使用でき ません。

募集施設の概要１

【 記名板イ メ ージ】

【 記名板台座】 【 個別安置施設】
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受付期間中にインターネット から申込み、 または鵯越合葬墓使用

申込書を郵送してく ださい。

申込資格等の確認のため、 住民票・ 印鑑登録証明書等の提出を

お願いし ます。（ 詳細は、「 神戸市立墓園」 のホームページを

ご覧く ださ い。）

※市立墓園を 返還（ 墓じ まい） さ れる方は、 墓地返還の手続も

同時にしてく ださ い。 また、 返還手続き（ 撤去工事を含む） は

2 0 2 7 年３ 月末までに完了してく ださ い。

応募者全員に「 抽選結果通知書」（ 当選・ 落選） を郵送し ます。

なお、 当選者には「 書類審査のご案内」 を郵送いたし ます。

書類審査後、 使用料の納付書を郵送いたし ますので、 お手元に

届きまし たら 、 納入期限までに金融機関で納付し てく ださ い。

※市立墓園を返還（ 墓じ まい） される方で、 年間使用料を口座振

替で納付さ れている場合、 納付書は９ 月上旬の振替完了後に

郵送いたします。

使用料の納付が確認できまし たら 「 墓園施設使用許可書（ 合葬

式墓地用）」 及び「 納骨手続き のご案内」 を郵送し ます。

使用許可日以降

埋蔵又は収蔵に必要な書類の準備が出来まし たら 、 実際に納骨

さ れる日を 電話で予約し てく ださ い。（ 連絡先・ 予約可能日時

は「 納骨手続き のご案内」 に記載し ます。）

予約さ れた日時に遺骨（ 焼骨） と 「 墓園施設使用許可書（ 合葬

式墓地用）」 等必要書類をご持参く ださ い。

申 込 書 受 付申 込 書 受 付

Ｂ 　 個別安置施設のみ　 ４ 月2 7 日(月)から ６ 月５ 日(金)までＢ 　 個別安置施設のみ　 ４ 月2 7 日(月)から ６ 月５ 日(金)まで

こ こ から 　 Ａ 　 合葬施設（ 通年）こ こ から 　 Ａ 　 合葬施設（ 通年）

　 　 　 　 　　 　 　 　 　 Ｂ 　 個別安置施設（ ６ 月下旬から ）　 共通Ｂ 　 個別安置施設（ ６ 月下旬から ）　 共通

抽 選 結 果 の 通 知抽 選 結 果 の 通 知

使 用 料 の 納 付使 用 料 の 納 付

使 用 許 可使 用 許 可

納 骨 日 の 予 約納 骨 日 の 予 約

納 　 　 骨納 　 　 骨

墓園施設使用許可墓園施設使用許可
申 請 書 の 提 出申 請 書 の 提 出

約３ 週間～約３ 週間～

８ 週間程度８ 週間程度

約３ 週間程度約３ 週間程度

申込者数が募集数を超えた場合、 抽選を行う 予定です。

６ 月上旬に抽選番号を お知ら せし 、 ６ 月下旬に実施し ま す。 

立会いは不要です。

抽 選 会抽 選 会

使用許可・ 納骨までの流れ（ 予定）２
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次の要件のいずれかを 満たす必要があり ます。

　 ①　 申請日までの直近６ ヶ 月以上引き 続いて神戸市に住民登録を し ており 、 現在、 埋蔵又は収蔵を し

よ う と する 焼骨を 所持さ れている方

※②　 生前に市民であっ た方の焼骨を 所持さ れている 方

※③　 市立墓園（ 条例墓地を 含む。） の墓地又は納骨堂に埋葬、 埋蔵又は収蔵し ている 焼骨等を 改葬し

よ う と する 方（ 使用者の死亡等によ り 使用者に代わっ て改葬を し よ う と する方を 含む。）

　 ④　【 生前申込】 申請日までの直近６ ヶ 月以上引き 続いて神戸市に住民登録し ており 、 かつ申請日の

時点で満6 5 歳以上の方で、 自己の死後に焼骨を 埋蔵する こ と を 希望さ れる 方【 生前申込は合葬

施設のみ可】

　 ※②、 ③については、 市外の方でも 申込みでき ます。

申込要件３

個別安置施設を ご希望の方は、 まず申込みを し ていただき 、 当選者のみ使用許可申請手続を 行います。

募集期間： 2 0 2 6 年４ 月2 7 日(月)から ６ 月５ 日（ 金） まで。

※郵送の場合は６ 月５ 日(金)必着

①イ ン タ ーネッ ト 申込

　「 ｅ －Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ （ 神戸市スマート 申請システム）」 のページから 申込みく ださ い。

　 　 検索欄に「 ｅ －Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ 」 を 入力し 、 検索し てく ださ い。

　 　 なお、「 ｅ －Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ 」 の使用については、 事前に会員登録が必要と なり ます。

　 　 http s://lg p o s.ta sk-asp .ne t/cu/2 8 1 0 0 0 /ea/re sid en ts/p o rta l/ho m e

B 個別安置施設・ 申込み方法５

A 合葬施設・ 申請方法４

募集期間： 通年募集

合葬施設は、 使用許可申請手続から 始めます。「 書類審査のご案内」 を 参照し 、 申請書類を 印刷し て必

要事項を 記入し 、 住民票・ 印鑑登録証明書等の添付し てく ださ い。 市立墓園を 返還（ 墓じ まい） さ れる

方は、 返還書類一式も 用意し てく ださ い。（「 書類審査のご案内」 およ び申請書類の様式は、「 神戸市立

墓園」 のホームページに掲載し ています。）

書類一式およ び添付資料は、

　 〒6 5 2 －0 0 7 1 　 神戸市北区山田町下谷上字中一里山1 2 －１

　 　 　 　 　 　 　 　 神戸市墓園管理セン タ ー　 合葬施設申請　 宛

まで郵送し てく ださ い。

　 ※１ 　 同じ 世帯で夫婦等複数の申請を さ れる場合は、 １ つの封筒に入れて送付し てく ださ い。

　 ※２ 　 記名板については、 申請書類にて希望者のみ申込みし ていただき ます。

　 ※３ 　 同一の遺骨で２ ヵ 所（ 合葬施設と 個別安置施設両方） の申込みはでき ません。
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（ 1 ）　 合葬施設を 使用する 場合　 １ 体あたり 　 5 0 ,0 0 0 円

　 　 ※合葬施設を 使用する場合で、 申込者が下記のいずれかに該当する 場合は、 申請に基づき ２ 分の１

に相当する 額を 減額し ます。

　 　 ①　 生活保護受給者の方

　 　 ②　 市立墓園（ 条例墓地を 含む。） の墓地及び納骨堂を 返還（ 墓じ まい） する ため、 同墓地又は納

骨堂に埋蔵又は収蔵さ れている遺骨を 改葬し よう と する 方

　 　 　 　 ※　 埋蔵・ 収蔵さ れている 遺骨（ 焼骨） に限り ます。

　 　 　 　 ※　 墓地等の返還手続き （ 撤去工事を 含む） は、 2 0 2 7 年３ 月末までに完了し てく ださ い。

（ 2 ）　 個別安置施設を 使用する 場合　 １ 体あたり 　 1 0 0 ,0 0 0 円

　 　 なお、 当初の個別安置期間経過後、 更に1 0 年間延長する 場合は5 0 ,0 0 0 円

（ 3 ）　 記名板を 希望する場合　 １ 体あたり 　 3 0 ,0 0 0 円（ 遺骨の埋蔵・ 収蔵後の申込みも 可能です）

　 納めら れた使用料については、 神戸市立墓園条例及び同条例施行規則に規定し ている 場合を 除き 、 還

付する こ と はでき ません。

質　 　 　 　 　 問
回　 　 　 　 答

合葬施設 個別安置施設

申
込
み

土葬の遺骨も 申込みでき ますか？ できます。 ただし 、 納骨までに申込者の費用で火葬を行ってく ださ い。

分骨での申込みはでき ますか？ でき ます。 でき ません。

生前での申込みはでき ますか？ でき ます。 でき ません。

代理者の名前で申込みでき ますか？ でき ません。

参
　
拝

お参り はでき ますか？ モニュ メ ント 前の献花台でのみお参り ができ ます。

慰霊祭等はあり ますか？ あり ません。

納
　
骨

遺骨を どのよう にし て持参すればい

いですか？

骨袋又は骨つぼに入れて持参し て

く ださ い。

６ 寸以内の骨つぼ等保管に適し た

も のに入れて持参し てく ださ い。

納骨の立会いはでき ますか？ できません。（ 受付で遺骨をお預かり 後、 係員が納骨し ます）

遺骨の返還はでき ますか？ でき ません。
個別安置施設の許可期間内であれ

ば、 返還でき ます。

使用料６

使用料の還付について７

よく あるご質問８

②郵便申込

「 個別安置施設申込用」 申込書類に必要事項を 記入し 、

　 〒6 5 2 －0 0 7 1 　 神戸市北区山田町下谷上字中一里山1 2 －１

　 　 　 　 　 　 　 　 神戸市墓園管理セン タ ー　 合葬墓　 個別安置施設申込み　 宛

　 まで郵送し てく ださ い。

　 　 ※１ 　 記名板については、 当選者に送付する 「 書類審査のご案内」 の中の申請書類にて、 希望者の

み申込みし ていただき ます。

　 　 ※２ 　 同一の遺骨で２ ヵ 所（ 合葬施設と 個別安置施設両方） の申込みはでき ません。
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（ 1 ） 参拝

　 ・ 合葬施設、 個別安置施設への立ち 入り はでき ません。

　 ・ 参拝は献花台を 設けていますので、 そち ら でお参り く ださ い。

　 ・ ろ う そく 、 線香等の火気類は使用でき ません。

　 ・ 供物等は持ち 帰っ てく ださ い。

　 ・ 神戸市では慰霊祭等の祭事は行いません。 又、 集団での祭事はでき ません。

（ 2 ） 合葬施設

　 ・ 合葬施設へ納骨さ れた遺骨は返還でき ません。

（ 3 ） 個別安置施設

　 ・ 個別安置施設の保管場所の位置は指定でき ません。

　 ・ 個別安置施設へ納骨さ れた後、 改葬を 希望さ れた場合は、 その後再び納骨する こ と はでき ません。

（ 再使用はでき ません）

　 ・ 使用許可日から 1 0 年（ 延長し た場合は2 0 年） を 経過し た後は、 申請者等に通知する こ と なく 合葬

施設へ埋蔵と なり ます。

（ 4 ） 生前申込の方

　 ・ 合葬施設のみの申込みと なり ます。（ 個別安置施設には申込みでき ません）

　 ・ 自己の死後に埋蔵するこ と を 希望さ れる 方です。 個人ごと に申込みし てく ださ い。

　 ・ 生前申込の方は、 自己の死後に施設を 利用する こ と と なるので、 自己の責任において親族等に対応

を お願いし てく ださ い。

（ 5 ） 記名板

　 ・ 記名板の申込みは、 使用許可申請手続の段階でお受けし ます。

　 ・ 記名板は、 原則と し て納骨さ れた後に順番に設置し ます。

　 ・ ２ 名以上の記名板を 並べて設置するこ と を 希望する場合は、 それら の方々の記名板を 同時にお申し

込みく ださ い。 最後に亡く なら れた方々の納骨時に全員分の記名板を 並べて設置いたし ます。

　 　 ①　 納骨を 先にし て頂き 、 後日記名板を 申込むこ と も 可能です。

　 　 ②　 生前設置を 希望さ れる 場合、 いっ たん氏名（ 及び生年月日） を 彫っ た状態で設置し ておき 、 実

際の納骨時に筆入れする （ 白字に塗る ） こ と は可能です。（ こ の場合は、 納骨後においても 死

亡年月日を 刻字する こ と はでき ません。）

　 ・ 氏名を 特定でき ない方の記名板は設置でき ません。

（ 6 ） 納骨

　 ・ 遺骨は、 以下の骨つぼ等に入れてご持参く ださ い。

　 　 ①　 合葬施設は、 骨袋又は骨つぼ

　 　 ②　 個別安置施設は、 所定の大き さ （ ６ 寸（ たて2 0 0 ㎜×よ こ 2 0 0 ㎜×高さ 2 1 0 ㎜）） 以下の骨つ

ぼ等保管に適し たも の

　 　 　 　（ 土葬さ れているご遺骨を 納骨する 場合は、 事前に火葬する必要があり ます）

　 ・ 納骨の期限は特に設けていませんが、 納骨に際し ては使用許可書が必要と なり ますので紛失し ない

よ う にし てく ださ い。

　 ・ 納骨に際し ての立会いはでき ません。（ 受付後、 係員にて納骨いたし ます。）

（ 7 ） 分骨の埋蔵又は収蔵について

　 ・ 分骨については、 合葬施設へ埋蔵する こ と はでき ますが、 個別安置施設への収蔵はでき ません。

注意事項９
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（ 1 ） 一般墓地（ 再貸付のみ）〔 抽選後先着順〕

　 ・ 一般的な区画を も つお墓の募集です。 今年度よ り 、 再貸付区画のみの募集です。

　 　 　 募集時期： １ 次受付〔 抽選〕　 2 0 2 6 年４ 月2 7 日（ 月） ～６ 月５ 日（ 金）

　 　 　 　 　 　 　 　 ２ 次受付〔 先着〕　 2 0 2 6 年７ 月１ 日（ 水） ～ 2 0 2 7 年１ 月2 9 日（ 金）

　 　 　 　 　 　 　 　 追加募集〔 抽選〕　 2 0 2 6 年９ 月７ 日（ 月） ～９ 月3 0 日（ 水）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※　 応募がなかっ た区画は、 ２ 次受付で対応

（ 2 ） 期限付墓地

　 ・ 使用期間1 5 年で期間経過後は鵯越合葬墓へ改葬を 行う 「 期限付墓地」 の募集です。

　 　 　 募集時期： １ 次受付〔 抽選〕　 2 0 2 6 年４ 月2 7 日（ 月） ～６ 月５ 日（ 金）

　 　 　 　 　 　 　 　 ２ 次受付〔 先着〕　 2 0 2 6 年７ 月１ 日（ 水） ～ 2 0 2 7 年１ 月2 9 日（ 金）

（ 3 ） 樹林葬墓地

　 ・ 自然回帰志向に対応し た山林そのも のを 墓標と する「 樹林葬墓地」 の募集です。

　 　 　 募集時期： 2 0 2 6 年３ 月1 6 日（ 月） ～６ 月５ 日（ 金）

　 詳し く は、 神戸市ホームページでご確認く ださ い。

　 神戸市立墓園（ 墓園管理セン タ ー）

　 http s://w w w .city.ko b e .lg .j p /a6 0 1 8 6 /ku ra sh i/m em o ria l/cem ete ry/in d ex.h tm l

　 新し いお墓のかたち

　 http s://w w w .city.ko b e .lg .j p /a6 0 1 8 6 /new g rave .h tm l

 その他の墓地の募集について10
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電　 話

神戸市北区山田町下谷上字中一里山1 2 番1 号

墓園管理センタ ー（ 鵯越墓園管理事務所内）

神戸市健康局斎園管理課

お問い合わせ先

〒6 5 2 －0 0 7 1

0 7 8 －6 2 1 －5 6 6 7

Ｅメ ール b oen@ city .k o b e . l g . j p

※墓参バス「 ⑰鵯越合葬墓」下車すぐ
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市民防災

総合センタ ー
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（ 合葬式墓地）

樹林葬

期限付墓地

「 神戸市立墓園」
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